
○沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例施行規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例（令和xx年沖縄市条例第x

x号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

(利用の申請等) 

第2条 条例第7条第1項の規定により立体駐車場を利用しようとする者は、立体駐

車場利用許可申請書（様式第1号）を指定管理者に提出しなければならない。  

2 前項の規定による利用の許可の申請は、利用日の3年前から行うことができる。

ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。  

3 前項の規定にかかわらず、沖縄アリーナ又は沖縄市総合運動場体育施設条例

（平成17年沖縄市条例26号。）の施設利用を伴わない利用の許可の申請（駐車場

のみの利用の許可の申請含む。）は、利用日の6月前からの受付とする。ただ

し、指定管理者が認めるときは、この限りではない。  

4 市が主催（共催や後援等含む。）する利用の許可の申請については、前項の規

定を適用しない。  

5 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用の許可をしたときは、立体駐

車場利用許可書（様式第2号。以下「利用許可書」という。）を申請者に交付す

るものとする。  

(利用の許可の変更) 

第3条 利用者は、前条第5項の規定により許可を受けた内容を変更しようとすると

きは、立体駐車場利用許可変更申請書（様式第3号）に利用許可書を添えて指定

管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限

りではない。  

2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し変更を適当と認めるときは、立体

駐車場利用変更許可書（様式第4号。次条第2項において「利用変更許可書」とい

う。）を交付するものとする。  

(利用の許可の取消し等) 

第4条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により利用の許可の取消し又は利用

の制限若しくは中止をしたときは、立体駐車場利用許可取消（制限・中止）通知

書（様式第5号）により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が特

別の理由があると認めるときは、口頭によることができる。  

2 利用者は、利用開始前に立体駐車場を利用しないこととなったときは、立体駐

車場利用取りやめ届（様式第6号）に利用許可書（前条の規定による利用の許可

の変更をした場合は利用変更許可書）を添えて、指定管理者に提出しなければな

らない。  

(利用料金の減免) 

第5条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、

立体駐車場利用料金減免申請書（様式第7号）を提出しなければならない。  

2 条例第13条の規定による市長が定める減免事項は、市長が必要と認めた場合と

し、減免額の算定基準は、市長及び指定管理者が定めるものとする。  

3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用料金の減額又は免除の承認を

したときは、立体駐車場利用料金減免承認通知書（様式第8号）を申請者に交付

(--年--月--日条例第--号)
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するものとする。  

(利用料金の還付) 

第6条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、

立体駐車場利用料金還付申請書（様式第9号）を指定管理者に提出しなければな

らない。  

2 条例第14条ただし書の規定による市長が定める還付事項及び還付額の算定基準

は、次のとおりとする。  

(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できな

かった場合 指定管理者が定める額  

(2) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額  

3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対し利用料金の還付の承認をしたとき

は、立体駐車場利用料金還付通知書（様式第10号）を申請者に交付するものとす

る。  

(利用者の遵守事項) 

第7条 条例第7条第1項の許可を得た利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。  

(1) 利用者の秩序を維持するための責任者及び整理員を置くこと。  

(2) 収容台数は、利用する施設の台数を超えないこと。  

(3) 指定管理者の許可を得ずに、物品の販売を行わないこと。  

(4) 指定管理者の許可を得ずに、施設、器具等を使用しないこと。  

(5) 指定管理者の許可を得ずに、壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。  

(6) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。  

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。  

(入庫者の遵守事項) 

第8条 入庫者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 立体駐車場を不潔にしないこと。  

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。  

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物（盲導犬・介助犬等を

除く。）を持ち込まないこと。  

(4) その他指定管理者又は利用者の指示に反する行為をしないこと。  

(施設等を損壊又は減失した際の届出) 

第9条 利用者は、立体駐車場の施設及び附属設備を損壊し、又は滅失したとき

は、立体駐車場損壊・滅失届（様式第11号）を指定管理者に提出しなければなら

ない。  

(補足) 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この規則は、令和xx年xx月xx日から施行する。  

様式第1号(第2条関係) 
立体駐車場利用許可申請書  

[別紙参照] 

Page 2 of 3沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例施行規則

2025/07/02https://joureikun-0032.broadcenter.asp.lgwan.jp/joureikun-web/basic/act/JB809/ActPr...

s24872
テキストボックス



様式第2号(第2条関係) 
立体駐車場利用許可書  

[別紙参照] 

様式第3号(第3条関係) 
立体駐車場利用許可変更申請書  

[別紙参照] 

様式第4号(第3条関係) 
立体駐車場利用変更許可書  

[別紙参照] 

様式第5号(第4条関係) 
立体駐車場利用許可取消（制限・中止）通知書  

[別紙参照] 

様式第6号(第4条関係) 
立体駐車場利用取りやめ届  

[別紙参照] 

様式第7号(第6条関係) 
立体駐車場利用料金減免申請書  

[別紙参照] 

様式第8号(第6条関係) 
立体駐車場利用料金減免承認通知書  

[別紙参照] 

様式第9号(第7条関係) 
立体駐車場利用料金還付申請書  

[別紙参照] 

様式第10号(第7条関係) 
立体駐車場利用料金還付通知書  

[別紙参照] 

様式第11号(第9条関係) 
立体駐車場損壊・滅失届  

[別紙参照] 
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